
主婦の店土岐店商品券
払戻しのお知らせ

主婦の店土岐店商品券
払戻しのお知らせ

資金決済に関する法律第20条第１項に基づく前払式支払手段の払戻しのお知らせ資金決済に関する法律第20条第１項に基づく前払式支払手段の払戻しのお知らせ

商品券500円をサンマート土岐口店「特設コーナー」に
お持ち頂き、その場で残高を確認し、現金にて返金致します。
商品券500円をサンマート土岐口店「特設コーナー」に
お持ち頂き、その場で残高を確認し、現金にて返金致します。

※（月）から（金）の午後13時～16時まで※（月）から（金）の午後13時～16時まで

お客様 各位

株式会社主婦の店土岐店

令和元年７月15日（月）～令和元年１１月１５日（金）

※当該申出期間内に申出のない前払式支払手段保有者は払戻しの手続きから除斥されますのでご注意下さい。

主婦の店土岐店
  商品券500円

令和元年７月吉日
株式会社主婦の店土岐店

代表取締役　土本 英人

実施会社実施会社 ※払戻しを行う前払式
　支払手段発行者の商号
※払戻しを行う前払式
　支払手段発行者の商号

※払戻しを行う前払式
　支払手段の種類
※払戻しを行う前払式
　支払手段の種類対象商品券対象商品券

払戻しの申出期間払戻しの申出期間

払戻し方法と場所払戻し方法と場所

〒509-5142 岐阜県土岐市泉町久尻 40 番地
株式会社主婦の店土岐店　TEL0572-54-1234

〒509-5142 岐阜県土岐市泉町久尻 40 番地
株式会社主婦の店土岐店　TEL0572-54-1234

払戻しに関するお問合せ先払戻しに関するお問合せ先

この度、お手元に「主婦の店土岐店商品券」をお持ちの
お客様におかれましては、下記の通り払戻しを致します
ので、期間内に申出をお願い致します。


